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3号議案 定款変更について（別紙：新旧対照表） 
 

一般社団法人沖縄県社会福祉士会 定款変更（案） 

2024.3.23 

新 旧 

（目的） 

第３条 当法人は、社会福祉士の倫理を確立し、専門的技能を研鑽し、

社会福祉士の資質と社会的地位の向上に努めるとともに、社会福祉の

援助を必要とする沖縄県在住の人々の生活と権利の擁護及び社会福祉

の増進に寄与することを目的とする。 

（目的） 

第３条 当法人は、社会福祉士の倫理を確立し、専門的技能を研鑽し、

社会福祉士の資質と社会的地位の向上に努めるとともに、社会福祉の

援助を必要とする沖縄県民の生活と権利の擁護及び社会福祉の増進に

寄与することを目的とする。 

（任意退会） 

第１０条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することに

より、任意にいつでも退会することができる。 

 ２ 前項にかかわらず、次の場合は理事会の承認を得なければ退会す

ることができない。 

（１）苦情を申立てられ、または倫理委員会、理事会等で会員としての

身分について審議中の者 

（２）成年後見人、任意後見人、成年後見監督人、任意後見監督人等を

受任中の者  

（３）その他会長が退会を認めることが不適当と判断する者 

 

（任意退会） 

第１０条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することに

より、任意にいつでも退会することができる。 

 ２ 前項にかかわらず、次の場合は理事会の承認を得なければ退会す

ることができない。 

（１）苦情を申立てられ、または綱紀委員会、理事会等で会員としての

身分について審議中の者 

（２）成年後見人、任意後見人、成年後見監督人、任意後見監督人等を

受任中の者  

（３）その他会長が退会を認めることが不適当と判断する者 

 

（理事の職務及び権限） 

第２７条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところ

により、職務を執行する。 

 ２ 会長は、当法人を代表し、その業務を執行する。 

 ３ 副会長は、会長を補佐する。 

 ４ 理事は、会長及び副会長を補佐し、会長の指示を受けて、この法

人の業務を執行する。また、会長に事故あるとき又は会長が欠けたと

きは、会長があらかじめ指名した順序により各理事が会長を代行し開

催することができる。 

 ５ 会長、副会長の権限は理事会が別に定める職務権限規程による。 

（理事の職務及び権限） 

第２７条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところ

により、職務を執行する。 

 ２ 会長は、当法人を代表し、その業務を執行する。 

 ３ 副会長は、会長を補佐する。 

 ４ 理事は、会長及び副会長を補佐し、会長の指示を受けて、この法

人の業務を執行する。 

 ５ 会長、副会長の権限は理事会が別に定める職務権限規程による。 
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（役員の任期） 

第２９条 理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終

のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、原則とし

て連続して３期を超えて選任されることはできないものとする。 

２ 監事の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終

のものに関する定時社員総会の終結までとする。 

３ 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の

満了する時までとする。 

４ 理事又は監事は、第２５条に定める定数に足りなくなるとき

は、任期の満了又は辞任により退任したした後も、新たに選任された

者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 

 

（役員の任期） 

第２９条 理事の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終

のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、連続して

３期を超えて選任されることはできないものとする。 

２ 監事の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終

のものに関する定時社員総会の終結までとする。 

３ 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の

満了する時までとする。 

４ 理事又は監事は、第２５条に定める定数に足りなくなるとき

は、任期の満了又は辞任により退任したした後も、新たに選任された

者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。 

 

（理事会運営規程） 

第４５条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほ

か、理事会において定める理事会運営規程による。 

 

（理事会規則） 

第４５条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほ

か、理事会において定める理事会規則による。 

 

（設置等） 

第５９条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 

   ２ 事務局には、事務局長等及び所要の職員を置く。 

  ３ 事務局長等及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免

する。 

４ 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決

議により別に定める。 

 

（設置等） 

第５９条 当法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 

   ２ 事務局には、事務局長、事務局次長及び所要の職員を置く。 

  ３ 事務局長、事務局次長及び重要な職員は、会長が理事会の承認

を得て任免する。 

４ 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決

議により別に定める。 

 

 

 

 


